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6１ (島袋）アメリカにおける内部者取引規制の法理
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理

Ｂ
Ｏ
Ｏ
・
ニ
ミ
曰
く
．
シ
ね
Ｐ
い
：
ケ
ー
ス
（
以
上
本
号
）

。
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
勾
巨
｝
の
］
＆
‐
、
の
下
に
お
け
る
発
展

ｘ一
一
一
○
Ｐ
身
・
幻
・
ず
の
貝
⑫
お
よ
び
『
の
×
Ｐ
⑪
○
回
一
｛
の
ロ
ー
ロ
冒
司
ケ
ー
ス
の
意
義

く

一
一
内
部
者
の
民
事
責
任

三
市
場
取
引
と
民
事
責
任
叩
Ｉ
判
例

四
市
場
取
引
と
民
事
責
任
②
Ｉ
判
例
お
よ
び
学
説
の
検
討

結
論

序
論

一
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展

１－
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
特
色
と
限
界

Ｉ

⑪
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理

１

１
内
部
者
の
民
事
責
任
を
中
心
と
し
て
’
一
ｔ

②
特
色
と
限
界

島
袋
鉄
男



6２(1977年）琉大法学第21号

に
至
っ
て
い
る
。

（
６
）

内
部
者
取
引
に
関
す
る
規
制
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
最
も
発
展
を
と
げ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
わ
が
国
で
も
す
で
に
数
多
く

（
７
）

紹
介
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
最
近
の
判
例
お
よ
び
そ
れ
を
集
約
し
た
と
も
い
え
る
連
邦
証
券
法
典
案
の
規
室
シ
ョ
の
且
。
自

巨
ョ
旨
、
昌
具
の
》
句
の
』
の
国
一
の
①
２
１
毬
の
、
。
。
』
の
》
曰
の
貝
且
毫
の
己
鼠
津
ｚ
Ｃ
・
画
．
、
の
。
、
．
」
函
＆
」
９
画
）
は
、
龍
田
教
授
に
よ
っ
て
提

（
８
）

案
さ
れ
た
法
律
私
案
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
部
者
取
引
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
法
の
研
究
は
、
会
社

法
お
よ
び
証
券
取
引
法
が
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
と
く
に
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

よ
り
直
接
的
に
は
、
法
律
私
案
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
た
内
部
者
取
引
に
関
す
る
法
改
正
の
問
題
を
論
ず
る
に
際
し
て
、
基
礎

資
料
を
提
供
す
る
と
い
う
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
内
部
者
取
引
は
、
当
初
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
内
部
者
が
内
部
情
報
を
取
引
の
相
手
方
に
開
示
し
な
い
で

取
引
を
す
る
こ
と
が
契
約
法
お
よ
び
不
法
行
為
法
上
の
詐
欺
｛
守
目
』
）
と
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
で
問
題
と
さ
れ
た
。
信
任
関
係

取
締
役
な
ど
会
社
の
内
部
者
（
旨
い
こ
の
『
）
が
、
証
券
の
価
値
に
重
大
な
影
響
を
有
す
る
情
報
で
、
未
だ
一
般
に
は
公
表
さ
れ
て

い
な
い
情
報
（
内
部
情
報
‐
言
い
三
の
一
員
・
旬
目
：
：
）
に
基
づ
い
て
証
券
の
取
引
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
た
り
、
損

失
を
免
れ
た
り
す
る
、
い
わ
ゆ
る
内
部
者
取
引
（
旨
い
二
日
可
騨
』
ご
ｍ
）
は
、
証
券
取
引
に
お
け
る
当
事
者
間
の
公
平
さ
を
害
う

ば
か
り
で
な
く
、
証
券
取
引
全
般
に
対
す
る
不
信
を
招
き
、
証
券
市
場
の
健
全
な
発
達
の
障
害
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
規

（
１
）

制
の
必
要
性
は
各
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
規
制
の
強
化
な
い
し
法
改
正
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
て

（
２
）

（
３
）

お
り
、
法
務
省
が
行
っ
た
会
社
法
改
正
に
関
す
る
意
見
照
ム
ロ
の
中
で
も
取
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
関
す
る
法
律
私
案
も
提
案
さ
れ
る

序
論
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
の
概
略
と
問
題
点

（
４
）
（
５
）
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（
｛
１
二
．
一
四
旦
司
の
一
旦
一
・
コ
の
三
℃
）
の
法
理
の
適
用
に
よ
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
も
内
部
者
の
責
任
を
認
め
る
傾
向
を
強
め
て
い

た
が
、
そ
の
法
理
の
適
用
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
難
点
が
存
し
、
と
く
に
取
引
所
を
通
し
て
行
わ
れ
る
典
型
的
内
部
者
取
引
の
場

（
９
）

〈
ロ
に
そ
の
欠
点
が
顕
著
に
現
わ
れ
た
。
。
こ
の
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
状
態
を
背
景
に
、
そ
の
後
の
内
部
者
取
引
の
め
ざ
ま
し

（
、
）

い
発
展
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
連
邦
証
券
取
引
所
法
（
岳
の
ｍ
の
２
１
戸
】
の
⑪
団
〆
：
：
、
の
シ
貝
・
｛
己
鷺
）
一
○
条
ｂ
項
お
よ

び
同
条
に
基
づ
い
て
証
券
取
引
委
員
会
（
、
：
目
貫
の
切
向
〆
・
百
．
頭
の
○
・
ヨ
ョ
】
、
巴
。
。
‐
の
両
○
）
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
冒
一
の
己

（
ｕ
）

（
胆
）

ず
１
ｍ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
証
券
の
売
買
に
関
し
て
ひ
ろ
く
一
般
的
に
詐
欺
と
な
る
行
為
を
禁
止
す
る
証
券
関
係
法
上

の
い
わ
ゆ
る
一
般
的
詐
欺
禁
止
規
定
（
ぬ
の
二
の
国
一
目
三
｛
国
目
已
『
。
ご
一
切
一
・
コ
⑰
）
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
と
く
に
内
部
者
取
引
に
つ
い

て
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
内
部
者
取
引
が
こ
の
規
定
の
禁
止
す
る
詐
欺
的
行
為
に
当
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
解
さ

｛川）（旧）
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
部
者
取
引
が
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
の
対
象
と
さ
れ
て
以
来
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
文
言
が
包
括
的
で
あ
る

こ
と
と
相
ま
っ
て
、
内
部
者
取
引
の
規
制
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
限
界
を
こ
え
て
著
し
く
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
発
展
を
促
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
違
反
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
黙
示
の
私
訴
権
（
一
己
己
一
一
自
己
ュ
ご
餌
【
の
１
ｍ
三

。
【
：
三
・
コ
）
が
判
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
証
券
取
引
所
法
は
、
同
法
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
措

置
と
し
て
、
刑
事
お
よ
び
行
政
的
措
置
（
同
法
一
九
、
二
一
、
三
二
条
）
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
裁
判
所
の
差
止
令
命
（
ご
‐

一
口
。
§
。
。
）
を
求
め
る
権
限
を
認
め
て
い
る
（
二
一
条
ｅ
項
）
ほ
か
、
他
の
特
定
の
事
項
に
関
し
て
は
明
文
で
民
事
責
任
に
つ
い
て
定

め
て
い
る
（
九
、
一
八
条
）
が
、
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
幻
巨
一
の
９
ケ
－
ｍ
に
つ
い
て
は
と
く
に
定
め
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
は
も
と
も
と
私
訴
権
を
予
定
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
判
例
は
、
私
訴
権
の
存
在
を
認

｛
喝
）

め
て
き
て
お
り
、
幻
巨
一
の
】
◎
ず
－
ｍ
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
、
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
を
促
す
う
え
で
非
常
に
大
き
な

（
肥
）

役
割
を
果
し
た
。
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Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
晋
一
の
一
二
－
ｍ
の
適
用
拡
大
現
象
は
、
一
九
六
○
年
代
に
は
、
も
は
や
限
界
が
存
し
な
い
の
で

（
灯
）

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ

（
旧
）

（
四
一

－
ソ
（
○
ｍ
＆
・
幻
Ｃ
ケ
の
『
厨
）
審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
（
『
の
〆
：
。
こ
－
｛
の
二
一
℃
旨
『
）
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
、
内
部
者
取
引
に
お
け
る
内
部
者
の
開
示
義
務
、
す
な
わ
ち
、
内
部
情
報
を
開
示
せ
ず
に
取
引
を
な
す
こ
と
が

違
法
だ
と
さ
れ
る
前
提
と
な
る
開
示
義
務
の
根
拠
が
、
内
部
者
と
相
手
方
の
間
に
存
す
る
特
別
な
関
係
（
あ
る
意
味
で
の
信
任
関

係
‐
８
．
筐
①
昌
一
四
一
。
『
｛
こ
こ
・
国
ご
『
の
一
四
二
・
二
ｍ
宣
已
⑪
）
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、
証
券
取
引
に
お
い
て
一
方
が
内
部
情
報
に

基
づ
い
て
取
引
を
な
す
こ
と
そ
の
も
の
の
も
つ
不
公
正
さ
に
求
め
ら
れ
た
。
幻
巨
一
の
Ｓ
７
ｍ
の
本
質
は
、
も
っ
ぱ
ら
会
社
の
た
め

に
の
み
利
用
せ
ら
れ
る
べ
き
内
部
情
報
に
接
し
え
た
者
は
、
そ
れ
が
未
だ
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
一
般
投
資
家
に
知
ら
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
情
報
を
自
己
の
利
益
の
た
め
に
利
用
す
る
｝
」
と
を
禁
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
、
重

要
な
内
部
情
報
を
有
す
る
者
は
す
べ
て
、
取
引
に
当
っ
て
そ
の
情
報
を
開
示
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
会
社
と
の
関
係
で
開
示
で
き

な
い
場
合
は
取
引
を
思
い
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
”
＆
⑪
、
一
．
い
の
。
『
：
⑪
国
ご
ぃ
昌
一
の
（
「
開
示
ま
た
は
断
念

（
ｍ
）

の
原
則
）
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
示
義
務
を
負
う
と
さ
れ
る
者
（
い
わ
ゆ
る
内
部
者
）
の
範
囲
が
、
取
締
役

や
役
員
な
ど
伝
統
的
に
内
部
者
と
看
倣
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
内
部
情
報
に
接
し
う
る
地
位
に
あ
る
従
業
員
や
会
計
監
査
人
、
あ

る
い
は
、
内
部
者
か
ら
内
部
情
報
を
内
密
に
知
ら
さ
れ
た
者
（
：
己
の
①
）
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
と
同
時
に
、
従
来
の
法
理
の
適
用
が

難
し
か
っ
た
内
部
者
の
証
券
の
充
付
け
や
取
引
当
事
者
が
相
対
し
な
い
取
引
所
取
引
に
ま
で
宵
一
の
］
ニ
ー
、
を
適
用
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
冒
一
の
］
二
‐
ｍ
は
、
証
券
取
引
所
法
が
本
来
の
規
制
の
対
象
と
す
る
取
引
所
取
引
や
店
頭
取

引
に
お
い
て
行
わ
れ
る
内
部
者
取
引
を
規
制
す
る
根
拠
と
な
り
え
た
わ
け
で
キ
ャ
デ
ィ
ー
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
お
よ
び
テ
キ
サ
ス

一
ｍ
）

・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
は
、
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
の
う
え
で
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
事
件
に
お
い
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
単
に
違
法
行
為
の
差
止
命
令
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ

る
附
随
的
救
済
（
目
。
一
一
一
画
ご
円
の
｝
｝
の
｛
）
の
一
つ
と
し
て
、
内
部
者
が
内
部
者
取
引
に
よ
っ
て
得
た
利
益
の
返
還
を
求
め
、
そ
れ
が

（
配
）

裁
判
所
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
引
所
取
引
の
場
ム
ロ
に
お
い
て
も
内
部
者
の
民
事
責
任
を
追
求
し
う
る
可
能
性
の
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
取
引
所
取
引
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
も
、
私
人
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
と
い
う
強

力
な
抑
制
手
段
を
附
け
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
の
中
で
重
要
な
意
義
を
有
し
た
が
、
そ

れ
は
同
時
に
、
理
論
的
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
を
も
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
判
例
が
黙
示

の
私
訴
権
を
認
め
る
た
め
に
依
拠
し
た
理
論
は
主
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
理
論
（
５
月
島
の
。
ご
）
で
あ
り
、
内
部
者
の
民

事
責
任
（
損
害
賠
償
責
任
）
を
認
め
る
た
め
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
の
不
法
行
為
の
要
件
に
倣
っ
た
要
件
（
む
ろ
ん
、
コ
モ
ン
．

（
鴎
）

ロ
Ｉ
の
要
件
を
大
幅
に
緩
和
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
）
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
が
、
大
量
の
取
引
が

集
団
的
に
行
わ
れ
、
取
引
さ
れ
る
特
定
の
証
券
の
売
主
と
買
主
と
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
少
く
と
も
そ
れ
を
確

定
す
る
こ
と
が
取
引
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
よ
う
な
、
証
券
取
引
所
や
活
発
な
店
頭
市
場
に
お
け
る
取
引
（
以
下
、

こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
取
引
を
非
個
性
的
取
引
‐
冒
己
の
『
、
。
。
画
一
可
目
、
：
：
ご
－
と
い
う
）
の
場
合
に
、
ま
ず
第
一
に
、
損

害
賠
償
責
任
の
成
立
要
件
に
関
す
る
既
存
の
法
理
が
こ
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
は
た
し
て
損
害
賠
償
責
任

を
認
め
う
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
第
一
一
に
、
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
う
る
と
し
た
場
合
、
賠
償
額
が
彪
大
な
も
の
と
な
り

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
内
部
者
に
負
担
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
内
部
者
に
と
っ
て
破
滅
的
な
結
果
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の

こ
と
が
は
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
、
も
し
内
部
者
の
賠
償
額
に
制
限
を
設
け
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
の
か
、
賠
償

額
の
制
限
は
損
害
の
填
補
を
目
的
と
す
る
損
害
賠
償
責
任
制
度
と
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
ら

の
こ
と
が
、
非
個
性
的
取
引
に
お
け
る
内
部
者
取
引
の
有
効
な
規
制
方
法
如
何
と
い
う
問
題
、
と
く
に
民
事
責
任
の
問
題
を
ク
ロ



(1977年）琉大法学第21号 6６
１
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
内
部
者
取
引
規
制
の
方
向
は
、
そ
の
後
の
判
例
や
学
説
に
よ
っ
て

支
持
さ
れ
、
そ
の
法
理
も
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
関
す
る
判
例
の
蓄
禎
は
、
そ
の
内
容
を
法
典
化
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
典
化
の
要
請
は
、
私
訴
権
を
解
釈
上
認
め
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
混
沌

（
割
）

と
し
た
判
例
の
状
態
を
打
開
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
判

例
の
傾
向
自
体
に
お
い
て
も
、
少
く
と
も
一
九
六
○
年
代
の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
晋
一
の
９
ヶ
－
ｍ
の
適
用
拡
大
現
象
に

比
べ
る
と
、
最
近
で
は
、
と
く
に
具
体
的
に
損
害
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
る
事
件
に
お
い
て
、
そ
の
要
件
を
従
来
よ
り
厳
格
に
解

（
泌
）

す
る
傾
向
が
現
わ
れ
て
き
て
お
り
、
非
個
性
的
取
引
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
、
損
牽
ロ
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
自
体
に

疑
問
を
提
起
す
る
判
例
ま
で
現
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
の
冨
已
『
。
ご
・
こ
の
『
１
一
Ｆ
百
ｎ
ヶ
勺
一
の
『
Ｃ
の
周
の
。
。
⑦
『
陸
、
ョ
】
（
戸
『
：
．
．

」
や
、
勾
圏
函
麗
（
屋
Ｑ
円
．
】
①
ゴ
ー
）
お
よ
び
句
『
こ
『
－
９
『
・
国
『
且
｛
Ｃ
ａ
．
、
←
ぬ
可
・
呂
幽
Ｓ
（
①
ニ
ロ
同
」
②
『
⑦
）
ケ
ー
ス

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
非
個
性
的
取
引
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
、
前
者
が
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
の
法
理

を
発
展
さ
せ
て
内
部
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
の
に
対
し
、
後
者
が
こ
れ
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
好
対
照
を
な
す
も
の
で

連
邦
証
券
法
典
案
は
、
内
部
者
の
民
事
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
も
新
し
い
解
決
方
法
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
特
色
は
、
相
対

〈
幻
）

取
引
と
市
場
取
引
（
｛
月
の
１
８
１
｛
月
の
『
の
『
、
巨
⑪
目
色
『
岸
の
←
【
『
：
⑰
：
三
・
コ
い
）
と
を
区
別
し
、
市
場
取
引
に
お
け
る
民
事
責
任
に
つ
い

て
特
別
の
方
法
（
賠
償
額
の
制
限
と
按
分
比
例
‐
一
一
ヨ
ー
厨
二
・
コ
目
」
耳
・
国
亘
。
。
。
（
曰
の
８
く
の
『
］
ヨ
ョ
色
『
穴
の
〔
〔
『
：
、
胃
亘
。
：
）

（
羽
）

を
定
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
非
個
性
的
取
引
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
、
内
部
者
の
民
事
責
任
を
認
め

る
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
法
理
で
は
如
何
と
も
な
し
難
く
、
特
別
の
立
法
を
必
要
と
す
る
と
い
う
帰
結
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
同
時

（
配
）

少
の
→
Ｃ
Ｏ



(島袋）アメリカにおける内部者取引規制の法理6７
に
、
非
個
性
的
取
引
に
関
す
る
新
し
い
解
決
方
法
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
内
部
者
の
民
事
責
任
に
焦
点
を
あ
て
て
、
ア
メ
リ
カ
法
の
発
展
を
跡
づ
け
、
こ
れ
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議

論
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
前
述
の
通
り
、
内
部
者
取
引
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
法
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
す
で

に
多
く
の
比
較
研
究
が
な
さ
れ
、
民
事
責
任
に
つ
い
て
も
充
分
に
検
討
さ
れ
た
法
律
私
案
ま
で
提
案
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

本
稿
で
は
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
法
理
や
判
例
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
重
複
を
さ
け
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら

に
ふ
れ
る
際
は
、
別
の
側
面
か
ら
取
り
あ
げ
る
か
、
よ
り
詳
細
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
心
が
け
、
ま
た
、
判
例
や
学
説
に
つ
い
て

も
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
な
か
っ
た
判
例
の
傾
向
に
批
判
的
な
も
の
を
よ
り
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
筆

者
の
利
用
し
え
た
文
献
は
な
る
べ
く
多
く
注
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
文
献
整
理
と
い
う

こ
と
も
本
稿
の
副
次
的
目
的
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
１
）
内
部
者
取
引
規
制
の
強
化
が
、
そ
れ
が
最
も
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
各
国
法
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
普
遍
的

現
象
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
フ
ラ
ン
ス
、
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
規
制
の
発
展
と
現
状
に
関
す
る
比
較
研
究
と
し
て
、
竹
内
、
江

頭
、
前
田
、
渋
谷
「
内
部
者
取
引
」
証
券
研
究
四
一
巻
（
昭
五
○
）
一
一
二
一
一
一
頁
以
下
。

（
２
）
龍
田
「
証
券
」
現
代
の
経
済
構
造
と
法
（
昭
五
○
）
五
一
一
七
頁
以
下
、
同
「
委
任
状
規
制
、
株
式
公
開
寅
付
、
内
部
者
取
引
」
ロ
ス
Ⅱ
矢
沢
、

ア
メ
リ
カ
と
Ⅱ
本
の
証
券
取
引
法
下
巻
（
昭
五
○
）
五
六
○
頁
以
下
、
神
崎
、
証
券
取
引
規
制
の
研
究
（
昭
四
一
一
一
）
九
一
頁
以
下
、
矢
沢
「
日
本
に

お
け
る
過
去
お
よ
び
将
来
の
証
券
規
制
の
概
要
」
ロ
ス
Ⅱ
矢
沢
・
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
証
券
取
引
法
上
巻
（
昭
五
○
）
三
六
’
一
一
一
七
頁
、
同
「
会
社

法
の
改
正
」
大
森
Ⅱ
矢
沢
、
注
釈
会
社
法
⑪
（
昭
四
六
）
一
○
一
’
一
○
四
頁
、
竹
内
・
削
掲
注
１
証
券
研
究
一
四
六
頁
。

（
３
）
法
務
省
民
事
局
参
難
官
室
「
会
社
法
改
正
に
関
す
る
問
題
点
」
（
昭
五
○
・
六
・
一
一
一
）
第
一
二
の
六
、
商
事
法
務
研
究
七
○
四
号
八
頁
。

注
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（
４
）
飽
田
『
内
部
者
取
引
に
関
す
る
法
律
私
案
と
提
案
趣
旨
」
商
事
法
務
研
究
七
四
六
号
二
頁
。
な
お
、
同
「
内
部
者
取
引
の
効
果
に
関
す
る
立
法

論
的
考
察
」
企
業
法
の
研
究
－
大
隅
先
生
古
稀
記
念
Ｉ
（
昭
五
二
）
六
九
八
頁
以
下
参
照
。

（
５
）
内
部
者
取
引
を
規
制
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
見
解
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
三
自
冨
Ｐ
言
い
一
烏
司
日
日
』
】
呂
画
二
」
二
）
の
⑪
一
：
六
三
Ｐ
島
①
｛
』
②
急

（
そ
の
響
評
、
雌
凹
〔
一
九
七
一
－
２
〕
ア
メ
リ
カ
法
二
八
三
－
二
九
一
頁
）
。
本
稿
で
は
、
内
部
者
取
引
を
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
に

立
っ
て
論
を
進
め
る
。
な
お
、
三
目
。
①
の
見
解
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
池
田
、
前
掲
諜
評
お
よ
び
前
掲
注
２
現
代
の
経
済
柵
造
と

法
五
一
一
八
頁
、
竹
内
、
前
掲
注
ｌ
証
券
研
究
一
三
六
頁
参
照
。

（
６
）
竹
内
、
前
掲
注
－
証
券
研
究
一
一
二
一
一
一
頁
、
池
田
、
前
掲
注
２
現
代
の
縫
済
構
造
と
法
四
七
九
頁
。

（
７
）
神
崎
、
前
掲
諜
注
２
九
五
頁
以
下
、
同
「
米
囮
の
内
部
者
取
引
の
規
制
の
鹸
近
の
発
鵬
」
商
戦
法
務
研
究
六
四
○
号
（
Ⅲ
Ⅶ
八
三
一
○
頁
、
同

「
米
国
に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
展
悶
」
民
商
法
雑
誌
七
四
巻
趾
号
（
昭
江
二
七
血
九
頁
、
龍
田
、
前
掲
注
２
ア
メ
リ
カ
と
Ⅱ
木
の
証
券
取

引
法
下
巻
五
六
一
頁
、
三
木
「
株
式
市
場
取
引
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
一
八
巻
し
号
〈
昭
Ⅲ
○
）

一
九
頁
以
下
、
今
井
『
取
締
役
に
よ
る
株
式
の
不
当
取
引
に
つ
い
て
」
法
文
繍
識
六
号
｛
昭
扣
．
一
．
二
一
六
Ｈ
ｕ
ｒ
、
松
元
「
雛
券
取
捌
法
｝
八
几
条

の
研
究
」
一
橋
論
叢
三
九
巻
六
号
（
昭
三
一
一
一
一
一
一
○
頁
以
下
、
赤
堀
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
③
」
法
学
協
会
雑
誌
八
匝
巻
三
号
（
昭
四
三
）
：
》
侃
叱
ハ

頁
以
下
、
崎
田
ほ
か
「
取
締
役
の
忠
実
義
務
」
ア
メ
リ
カ
と
Ⅱ
本
の
会
祉
法
（
昭
四
○
）
六
九
頁
以
ド
、
井
上
「
ア
メ
リ
カ
に
み
る
綴
鴬
打
の
自
社

株
投
資
と
投
資
者
保
鐡
」
商
那
法
務
研
究
三
六
九
号
（
昭
四
一
）
一
○
質
、
拙
稲
「
ア
メ
リ
カ
証
券
取
引
法
に
お
け
る
投
溌
門
鵬
灘
」
商
法
・
総
折

法
の
諸
問
題
（
高
田
教
授
週
歴
記
念
）
〈
昭
四
七
三
二
Ⅲ
一
頁
、
フ
ラ
ィ
シ
キ
「
１
（
矢
沢
訳
）
「
迩
邦
会
社
法
・
一
つ
の
評
価
」
〔
一
几
六
六
－
一
〕

ア
メ
リ
カ
法
九
頁
、
ロ
ス
（
龍
田
訳
）
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
企
蝋
内
部
者
取
引
」
証
券
経
済
雌
報
一
○
券
几
鳧
．
一
頁
。
な
お
、
個
々
の
判
例
に
関

す
る
文
献
は
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
で
掲
げ
る
二
と
雁
す
る
。

（
８
）
池
田
、
前
掲
注
４
商
事
法
務
研
究
二
頁
額



(風袋）アメリカにおける内部者取引規制の法理6９

〆￣～／－，

１０９
－”、＝〆

、
）
’
○
条
ｂ
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

戸
⑫
写
Ｐ
一
一
ケ
の
巨
弓
一
色
二
言
一
百
円
Ｐ
ご
己
①
『
助
◎
Ｐ
」
弓
の
◎
二
）
。
『
ヨ
ニ
ー
『
の
○
二
里
．
ご
号
①
臣
⑩
の
○
閂
：
廷
ョ
の
：
四
．
局
冒
“
←
『
二
目
の
二
日
］
】
ご
Ｃ
『

ヨ
（
の
円
切
冨
一
の
８
ヨ
ョ
の
目
の
。
『
。
｛
号
の
曰
凰
｜
⑫
。
。
『
。
｛
：
］
ず
。
一
一
】
ご
◎
［
目
星
：
二
：
画
一
⑩
の
２
１
■
の
い
の
Ｋ
Ｃ
琴
：
閃
の
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

（ず）弓○臣②の。『の曰ローＣ望亨旨８．コの。三．ゴミ一号号のご已目ずゆ⑫の○門⑪Ｐ｜の。｛的の。旨】ご可の、一い【の門の」：：。貝曰目騨一切の２１二の仇

の×○ず⑪己昶の。■Ｐゴ廷、のＣ臣ユミゴ。（⑪。円の四的一の『の兵回己冤ョ⑭己己巨一色感くの。『」のＣ①ご毬ぐの」のく一○①。『ＣＯ員目くゅ■Ｃのヨロ○日『■くのニー

ュ
。
■
。
｛
切
巨
◎
ず
２
－
の
②
：
」
『
の
閃
巨
］
Ｐ
ご
Ｃ
目
㈲
⑫
二
の
○
．
ヨ
ョ
】
：
一
。
弓
冒
旦
宵
の
⑩
Ｃ
ユ
ケ
の
：
己
の
。
①
閉
騨
旦
ｏ
『
：
ご
『
○
℃
『
試
扁
ヨ
ニ
の

已巨ワニＣ冒扁円のい｛。『｛ｏ可晏のロ『。（の。二○二．｛ごくの⑪ｓ『⑰。】、ご・⑫・○ｍの。。『⑪）（ず）〈】召。）

（
ｕ
）
幻
巨
一
の
ぢ
ず
－
ｍ
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

胃
、
ゴ
Ｐ
一
一
辱
の
巨
二
一
回
乏
昏
］
ず
可
Ｐ
昌
己
の
ｎ
ｍ
◎
ヨ
マ
ニ
コ
『
の
。
【
］
冠
ｏ
可
ご
」
弓
①
。
二
苧
ご
嗜
昏
の
こ
い
の
。
｛
口
ご
ョ
●
自
切
ｏ
可
冒
⑪
（
『
己
ョ
の
■
ｇ
一
言
望
。
｛

一
員
の
用
⑫
崗
戸
の
。
Ｃ
ヨ
ョ
の
『
Ｃ
の
。
○
『
。
｛
号
の
己
昌
一
⑪
。
□
『
。
［
⑭
。
］
｛
：
』
一
一
回
。
｛
騨
昌
。
ｇ
一
．
己
秒
一
切
の
。
巨
己
二
の
伽
の
×
◎
ず
、
。
、
の
。

（
回
｝
弓
○
の
ヨ
ロ
’
○
望
湧
己
廷
」
の
く
ぢ
の
》
⑪
ロ
ゴ
の
ョ
の
。
『
②
『
三
壷
。
①
８
」
の
｛
『
範
ニ
ュ
・

（
ご
弓
○
三
具
の
Ｐ
昌
巨
昌
目
の
ｍ
ｓ
－
の
曰
①
己
。
｛
陣
目
日
①
同
旨
一
『
：
（
◎
面
５
．
日
一
［
８
切
厨
愚
陣
ョ
日
の
甸
冒
］
ず
２
コ
の
◎
の
②
：
ご
ヨ
。
『
」
の
『
ｓ

三
島
の
切
岳
｛
の
己
⑩
貝
、
ョ
四
」
の
．
ご
岳
の
一
気
三
．
｛
号
の
。
］
『
２
ョ
②
百
二
○
①
⑩
巨
冒
」
①
『
三
三
○
ゴ
ニ
の
望
署
の
『
の
ョ
Ｐ
烏
》
二
○
（
且
の
］
の
■
」
ヨ
、
》
○
門

（仁）『◎のロ、解、の旨Ｐご望ＰＣ（ご門⑭。こ◎の。。『。。■可、⑪。［ケ■いごの②切冒三○ず。□の円貿の⑪。『三．巨一」○つの可胃のＰｍ酌帛『囚巨」。『」①Ｉ

】
二
Ｃ
Ｏ
二
コ
の
、
【
】
○
回
三
一
（
す
二
の
ロ
ー
同
Ｃ
｝
】
価
切
の
◎
雨
、
画
一
の
。
｛
い
ご
臣
い
の
。
■
ユ
ご
・
〕
『
□
・
『
・
両
。
⑫
の
Ｃ
・
函
←
Ｐ
］
◎
す
１
ｍ
（
巴
『
②
）

■

（
⑫
）
な
お
、
内
部
者
取
引
の
規
制
に
関
し
て
は
、
短
期
売
買
差
益
の
返
還
義
務
を
定
め
た
証
券
取
引
所
法
一
六
条
ｂ
項
も
問
題
と
な
る
が
、
本
稿
で

。
●
｜
｛
二
℃
。
。
Ｐ
二
壁
で
巾
呵
⑩
。
。
》

】
二
Ｃ
Ｏ
二
コ
の
、
ご
◎
ゴ
ニ
ミ
ー
（
す
｛
ず

■

１

本
稿
一
、
｜
参
照
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１

（
卯
）
本
稿
一
一
一
一
参
照

（
咽
）
ロ
ス
星
ロ
衆
国
に
お
け
る
過
去
お
よ
び
将
来
の
証
券
規
制
の
概
要
」
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
証
券
取
引
法
上
巻
く
昭
五
○
）
一
五
頁

（
Ⅳ
）
ロ
３
ヨ
ゲ
⑦
丙
鵡
・
』
『
⑯
二
○
『
⑮
ト
乱
冒
茸
匂
←
Ｃ
罰
員
の
』
。
》
‐
鶏
ご
唖
の
国
巨
切
一
コ
の
⑩
⑩
Ｆ
Ｐ
ニ
ミ
①
再
］
③
「
（
』
⑪
忍
の
己
の
Ｃ
】
Ｐ
一
斤
い
ご
の
）

（
旧
）
与
号
の
宣
且
の
：
｛
ｏ
Ｐ
ｓ
・
再
・
ず
の
『
厨
伜
○
ｏ
・
・
き
め
，
同
６
．
℃
弓
（
』
①
臼
）
な
お
、
本
審
決
の
内
容
お
よ
び
こ
れ
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
本

（
週
）
本
稿
一
二
参
ｌ

（
皿
）
す
べ
て
の
入

る
。
注
ｕ
お
よ
び

（
巧
）
本
稿
二
参
照

（
四
）
、
両
○
く
・
『
の
ｘ
■
ｍ
Ｃ
Ｅ
－
｛
の
巨
一
で
宮
司
○
．
・
・
蹟
、
両
．
②
色
ロ
ロ
・
悶
呂
（
ｍ
・
ｐ
ｚ
・
ペ
・
邑
忠
）
・
の
同
。
ぐ
・
日
の
×
Ｐ
⑪
○
三
「
の
ニ
ロ
ラ
臣
『
０
９
・
色
】
句
・

臣
困
⑭
（
臣
。
Ｑ
『
・
岳
留
）
》
、
同
ｏ
ご
・
弓
の
ｘ
：
○
臣
］
［
、
二
一
口
言
『
○
．
・
・
鴎
、
『
・
の
：
ロ
・
呂
画
（
印
・
口
・
Ｚ
・
ぺ
・
】
①
ご
）
・
切
向
○
く
．
『
の
×
Ｐ
山
○
二
一
『

②
昌
已
冒
司
○
９
寵
③
町
・
臣
』
ざ
］
（
Ｅ
Ｑ
ワ
已
己
）
こ
の
事
件
で
は
、
当
事
者
全
員
の
合
意
に
よ
り
、
救
済
方
法
（
『
の
弓
の
」
『
の
⑫
）
の
問
題
は
、
被
告

ら
に
証
券
取
引
所
法
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
召
一
の
Ｓ
す
‐
、
違
反
が
あ
っ
た
か
否
か
が
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
後
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、

ま
ず
、
違
反
の
存
否
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
辿
邦
地
方
裁
判
所
お
よ
び
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決
が
あ
っ
た
後
（
前
二
者
の
判
決
）
、

救
済
方
法
の
問
題
を
中
心
に
、
再
び
、
同
じ
連
邦
地
方
裁
判
所
と
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決
が
下
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
（
後
二
者
の
判
決
）
。

１
Ｊ

な
お
、
本
件
の
内
容
お
よ
び
こ
れ
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
本
稿
一
一
一
一
参
照
。

ｒ
１

（
岨
）
与
号
の

ｌ

稲
一
一
一
一
参
照

Ｉ

（
四
）
、
両
○

く

（
皿
）
キ
ャ
デ
ィ
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
は
ｏ
牌
ご
教
授
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
委
員
長
の
時
代
に
同
教
授
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た

は
、
一
○
条
ｂ
項
お
よ
び
再
三
の
Ｓ
ケ
ー
、
に
問
題
を
限
定
し
た
。

注
ｕ
お
よ
び
辺
参
照

ｊ

本
稿
一
一
一
参
照

く

す
べ
て
の
人
（
ロ
ゴ
】
で
⑦
『
：
二
）
の
あ
ら
ゆ
る
欺
岡
行
為
（
、
ミ
ヨ
：
旨
二
一
且
ぐ
の
◎
局
』
⑩
：
：
『
の
』
の
く
】
。
⑪
◎
可
８
貝
『
］
ご
目
。
。
）
を
禁
止
し
て
い

■
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（
型
｝
ロ
ス
・
前
掲
注
肥
一
九
頁

（
躯
）
囚
こ
の
○
三
℃
⑪
岳
ヨ
ロ
の
く
・
三
画
。
。
『
□
『
長
め
８
同
の
の
．
②
、
切
・
Ｑ
・
巳
弓
（
巳
司
）
厚
。
鷺
陣
ロ
ゴ
２
く
・
ェ
：
罠
の
一
」
の
『
．
温

め
．
○
巨
弓
中
（
巳
引
）
。
な
お
、
筆
者
に
よ
る
両
判
決
の
紹
介
が
〔
一
九
七
七
’
一
一
〕
ア
メ
リ
カ
法
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
顕
）
そ
れ
ぞ
れ
の
判
決
の
事
実
お
よ
び
法
理
に
つ
い
て
は
、
本
稿
一
一
一
参
照

（”）『》のエヨの己Ｃ：Ｆ抄乏言い一一百【の》句①」の円Ｐ一切の。冒三の仇。。」の→『の二ｓ二くのご『⑫｛【ｚ○・画・両①ごｏ『【の『か冒言。」：［。ご
言
の
ョ
・
自
己
：
ョ
（
】
Ｃ
）
も
で
・
蔦
］
二
‐
】
且
く
（
］
①
『
い
）

（
躯
）
冒
昼
・
・
（
旨
）
貿
衝
】
く

Ｉ

（
翠
）
本
稿
二
参
照

ｊ

（
胆
｝
本
稿
一
一
一
一
参
照

法
理
が
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
支
持
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
キ
ャ
デ
ィ
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決

の
意
義
に
つ
い
て
ロ
ス
教
授
は
、
「
○
画
ｇ
教
授
が
、
か
り
に
、
証
券
取
引
委
員
会
に
お
い
て
こ
れ
以
外
に
な
ん
ら
の
仕
事
を
し
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
彼
は
キ
ャ
デ
ィ
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
に
よ
っ
て
そ
の
収
入
に
み
あ
う
仕
事
を
し
た
と
い
え
よ
う
。
私
は
こ
の
審
決
を
法
に
お
け
る
画
期
的
な
で
き

ご
と
だ
と
考
え
る
。
あ
る
人
々
は
、
こ
の
審
決
を
警
告
を
も
っ
て
眺
め
て
い
る
が
、
私
は
キ
ャ
デ
ィ
・
ロ
バ
ー
ツ
審
決
は
、
久
し
い
以
前
に
い
わ
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
○
沙
ご
》
［
”
「
Ｐ
の
一
切
好
ト
・
皿
、
》
閃
：
§
』
ご
翁
：
』
：
ミ
ミ
“
旨
切
。

、
冒
冒
：
再
昌
ミ
ロ
ミ
§
＄
○
○
一
巳
ヨ
ワ
旨
Ｆ
②
ミ
カ
の
く
・
患
Ｐ
患
］
（
』
①
＄
）
、
神
崎
、
前
掲
書
注
２
一
○
九
頁
。



7２琉大法学第21号 (1977年）

１－
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
特
色
と
限
界

皿
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
、
内
部
者
取
引
は
、
内
部
者
が
内
部
情
報
を
相
手
方
に
開
示
し
な
い
で
取

引
を
す
る
こ
と
が
不
法
行
為
法
上
の
詐
欺
（
｛
『
Ｐ
且
。
『
」
の
Ｃ
の
一
（
）
と
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち

コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
に
お
い
て
は
、
通
常
の
取
引
（
Ｐ
【
Ｐ
『
ミ
切
一
の
。
宛
牙
耳
目
の
Ｐ
・
｛
一
○
コ
）
に
お
け
る
当
事
者
は
、
各
々
、
自
己
の
判
断

と
責
任
に
お
い
て
行
動
す
べ
き
で
あ
り
、
虚
偽
表
示
な
ど
の
頓
極
的
な
詐
欺
行
為
が
な
い
か
ぎ
り
、
単
に
自
己
の
知
り
え
た
事
項

に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
た
（
相
手
方
に
開
示
し
な
か
っ
た
‐
。
。
。
＆
⑪
○
一
○
の
こ
『
の
‐
）
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
詐
欺
と
は
な
ら
な
い
と

い
う
の
が
一
般
原
則
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
、
当
事
者
間
に
あ
る
種
の
信
任
関
係
（
○
・
コ
｛
－
９
の
。
［
一
四
一
・
円
臣
巨
Ｏ
旨
ご
『
の
一
回
二
・
コ
）
が

存
す
る
た
め
に
、
一
方
が
他
方
に
対
し
て
自
己
の
知
り
え
た
重
要
な
情
報
を
開
示
す
べ
き
義
務
を
負
う
場
合
が
あ
り
、
こ
の
場
合

（
”
）

に
は
不
開
示
が
詐
欺
と
な
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
取
締
役
や
役
員
が
株
主
と
の
間
で
会
社
の
株
式
の
取
引
を
な
す
場
〈
ロ
、
両
者

の
関
係
は
右
の
よ
う
な
特
殊
な
関
係
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、
内
部
情
報
を
開
示
せ
ず
に
取
引
す
る
こ
と
は
詐

欺
と
な
ら
な
い
か
と
い
う
形
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
取
締
役
や
役
員
が
株
主
か
ら
会
社
の
株
式
を
買
付
け
る
際
に
右
の
よ
う
な

開
示
義
務
を
負
う
か
否
か
に
関
し
て
判
例
は
、
衆
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
多
数
説
（
ョ
Ｐ
］
ｏ
１
Ｑ
目
一
の
）
、
少
数
説
（
ヨ
ヨ
・
『
ご

（
釦
）

『
こ
｝
の
）
お
よ
び
特
別
事
情
原
則
（
い
□
の
。
旨
－
．
弓
：
ョ
：
二
・
の
い
」
・
・
一
『
旨
の
）
に
分
れ
て
い
る
。
取
締
役
や
役
員
は
、
会
社
と
の
関
係

で
は
業
務
執
行
に
関
し
て
受
任
者
の
地
位
に
あ
り
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
つ
い
て
は
、
会
社
に
対
し
て
、
単
に
注
意
義
務

〈
釦
）

（
：
Ｑ
・
｛
」
こ
の
○
日
の
）
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
忠
実
義
務
（
｛
一
旦
ロ
・
旨
ご
」
こ
こ
）
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
取
締
役
や
役

内
部
者
取
引
規
制
の
発
展
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負
が
自
己
の
た
め
に
個
々
の
株
主
と
の
間
で
会
社
の
株
式
の
取
引
を
す
る
際
に
も
右
の
よ
う
な
忠
実
義
務
が
存
在
す
る
の
か
と
い

う
の
が
問
題
の
焦
点
で
あ
る
。
多
数
説
は
、
会
社
が
独
立
の
法
人
で
あ
り
、
取
締
役
や
役
員
の
忠
実
義
務
は
会
社
の
業
務
執
行
に

つ
い
て
会
社
に
対
し
て
負
う
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
資
格
で
行
う
株
式
の
取
引
に
つ
い
て
、
し
か
も
個
々
の
株
主
に
対
し
て
負

う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
取
引
は
、
通
常
の
対
等
者
間
の
取
引
（
日
胃
曰
、
切
一
の
。
四
｝
］
弓
Ｐ
。
⑫
Ｐ
Ｃ
二
・
コ
）
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
の
に
対
し
、
少
数
説
は
、
法
人
と
い
う
法
の
擬
制
の
実
体
は
株
主
全
体
で
あ
り
、
株
主
全
体
に
対
し
て
忠
実
義
務
を
負
う

（
皿
｝

以
上
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
個
々
の
株
主
に
対
し
て
も
忠
実
義
務
を
負
う
と
い
う
べ
く
、
株
式
の
取
引
も
全
く
〈
玄
社
の
業
務
と
関

係
の
な
い
取
引
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
株
式
取
引
に
お
け
る
信
任
関
係
を
認
め
る
。
特
別
事
情
原
則
は
、
基
本
的

に
は
多
数
説
と
同
じ
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
個
々
の
取
引
に
お
け
る
具
体
的
状
況
が
、
取
締
役
や
役
員
を
受
任
者
類
似
の
地
位
に
立

た
し
め
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
開
示
義
務
を
導
き
出
し
て
い
る
。
判
例
の
実
状
は
、
多
数
説
は
実
質
上
特
別
事

情
原
則
に
併
合
さ
れ
、
さ
ら
に
、
特
別
事
情
原
則
と
少
数
説
と
も
結
果
的
に
は
ほ
と
ん
ど
区
別
し
え
な
い
状
態
で
あ
る
と
い
わ
れ

（
調
）

る
。
結
局
、
取
締
役
や
役
員
は
、
株
主
と
の
間
の
株
式
買
付
契
約
に
お
い
て
、
通
常
の
一
懸
味
で
の
受
任
者
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
株
主
に
対
し
て
、
彼
が
有
す
る
優
越
的
知
識
や
情
報
手
段
の
ゆ
え
に
、
株
主
は
彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
表
示
に
対
し

て
、
普
通
に
他
人
が
な
す
表
示
以
上
に
信
頼
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
特
別
な
関
係
に
立
っ
て
お
り
、

そ
の
関
係
は
厳
密
に
は
信
任
関
係
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
重
要
な
情
報
の
不
開
示
が
詐
欺
と
な
り
う
る
特
殊
な
関
係
で
あ
る
と

（
弧
）

い
う
の
が
判
例
の
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

②
特
色
と
限
界
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
特
色
は
、
内
部
者
取
引
を
不
法
行
為
法
上
の
詐
欺
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
、

内
部
者
の
内
部
情
報
の
開
示
義
務
の
根
拠
を
信
任
関
係
に
お
け
る
忠
実
義
務
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
同
時
に
こ
の

法
理
の
も
つ
限
界
も
存
在
し
た
。
ま
ず
、
信
任
関
係
に
関
す
る
法
理
は
、
衡
平
の
実
現
の
た
め
に
受
任
者
に
厳
し
い
行
為
準
則
を
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（
弱
）

課
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
確
か
に
内
部
者
取
引
に
内
在
す
る
不
公
正
を
除
去
す
る
有
効
か
ひ
法
的
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
内
部
者
取
引
の
問
題
が
信
任
関
係
の
法
理
の
な
か
に
と
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
、
信
任
関
係
あ
る

い
は
忠
実
義
務
の
概
念
が
静
態
的
（
②
（
：
。
）
に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
と
い
う
限
界
が

あ
っ
極
例
え
ば
、
特
別
事
情
原
則
は
、
取
締
役
は
原
則
と
し
て
個
々
の
株
主
に
対
し
て
忠
実
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
い

う
前
提
に
た
っ
て
、
具
体
的
な
状
況
か
ら
開
示
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
特
殊
な
関
係
を
認
定
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
取
締
役
で

あ
る
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
忠
実
義
務
を
導
き
出
す
少
数
説
と
異
っ
て
い
る
が
、
一
方
の
当
事
者
が
取
締
役
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実

は
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
関
係
（
あ
る
種
の
信
任
関
係
）
の
存
在
を
認
め
る
う
え
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
取

引
の
当
事
者
が
取
締
役
と
株
主
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
殊
な
関
係
を
認
定
す
る
う
え
で
必
要
最
少
限
度
の
要
件
と
さ
れ
て
い

（
訂
）

る
。
そ
の
こ
と
は
、
取
引
当
事
者
が
会
社
を
媒
介
と
し
て
、
取
締
役
と
株
主
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
取
締
役
が
会
社
の
業
務
に
つ
い
て
会
社
あ
る
い
は
株
主
全
体
に
対
し
て
受
任
者
の
地
位
に
あ

る
と
い
う
伝
統
的
な
概
念
の
範
囲
内
で
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
が
自
己
の

有
す
る
株
弐
苫
株
主
で
な
い
第
一
二
者
に
売
付
け
る
場
合
に
は
、
当
事
者
間
に
信
任
関
係
を
認
め
る
前
提
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
こ

こ
に
こ
の
法
理
の
も
つ
一
つ
の
限
界
が
存
在
し
た
。
も
っ
と
も
、
信
任
関
係
の
概
念
自
体
も
静
態
的
な
も
の
か
ら
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
当
事
者
の
も
つ
鐸
墨
坏
な
機
能
に
合
わ
せ
た
も
の
（
且
一
・
円
の
」
｛
一
已
巨
・
一
Ｐ
こ
・
ず
侍
Ｐ
二
・
己
。
こ
〔
（
・
夢
の
己
①
・
ロ
一
一
Ｐ
『
｛
亘
．
：
。
。

（
釦
）

（
鋤
）

。
｛
号
の
ご
」
ゴ
ー
」
こ
Ｐ
｜
⑫
ヨ
く
。
ど
の
」
）
ヘ
と
動
態
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
く
に
、
一
九
一
一
一
三
年
証
券
法
お
よ
び
一
九
三

四
年
証
券
取
引
所
法
の
制
定
以
降
は
、
こ
れ
ら
の
立
法
の
目
的
で
あ
る
証
券
取
引
に
お
け
る
公
正
確
保
、
投
資
家
保
護
と
い
う
見

地
か
ら
信
任
関
係
を
認
定
し
、
開
示
義
務
を
根
拠
づ
け
る
途
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
制
定
法
の
影
響
を
度
外
視
し

て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
み
の
法
理
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
、
あ
る
種
の
限
界
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ぎ
に
、
内
部
者
取
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引
が
不
法
行
為
法
上
の
詐
欺
の
問
題
と
さ
れ
た
点
で
は
、
実
際
に
相
手
方
が
内
部
者
の
民
事
責
任
を
追
求
し
て
い
く
際
に
は
、
詐

（
加
）

欺
訴
権
の
要
件
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
詐
欺
訴
権
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お

い
て
も
新
し
い
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
法
理
の
発
展
が
み
ら
れ
た
術
）
証
券
取
引
、
な
か
で
も
、
証
券
取
引
所
に
お
け
る
取
引

の
よ
う
な
非
個
性
的
取
引
に
お
け
る
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
、
詐
欺
訴
権
の
要
件
を
す
べ
て
立
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ

こ
に
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
限
界
が
存
在
し
た
。
結
局
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
は
、
内
部
者
と
相
手
方
と
の
当
事

者
関
係
（
冒
さ
ご
）
が
明
確
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
相
対
取
引
の
場
合
に
は
、
内
部
者
取
引
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
有
効
に
機
能
し
え

た
が
、
集
団
的
、
非
個
性
的
性
質
の
ゆ
え
に
当
事
者
関
係
の
確
定
が
困
難
な
取
引
所
取
引
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
欠

陥
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
。
。
。
」
ミ
ヨ
く
。
シ
恩
ｍ
ｍ
－
Ｎ
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

〈
胆
）

則
。
・
・
」
ミ
ヨ
く
・
ン
、
Ｐ
い
い
旨
》
房
①
二
・
両
．
⑦
、
①
（
二
百
⑪
い
・
』
の
路
）
ケ
ー
ス
こ
の
事
件
は
、
事
実
関
係
が
、
鉱
床
の
存
在
に
関

す
る
内
部
情
報
に
基
づ
く
取
締
役
の
株
式
の
買
付
け
に
関
し
て
、
そ
の
責
任
が
問
題
と
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
の
ち
の
テ
キ
サ
ス

・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
事
件
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
判
旨
は
、
内
部
者
取
引
規
制
に
つ
い
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
の
限

界
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
テ
キ
サ
ス
・
ガ
ル
フ
・
サ
ル
フ
ァ
判
決
と
比
較
す
る
と
き
、
三
十
有
余
年
の
間

に
お
け
る
内
部
者
取
引
規
制
の
法
理
の
発
展
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
の
事
実
関
係
は
つ
ぎ

被
告
（
シ
宛
Ｐ
ｍ
ｍ
－
Ｎ
）
は
○
一
一
｛
｛
三
ヨ
ヨ
、
社
の
取
締
役
社
長
（
日
の
、
－
９
の
日
Ｐ
ａ
ｑ
－
『
の
Ｏ
Ｓ
同
）
で
あ
り
、
同
社
の
株
式
は
ボ
ス
ト
ン
証

券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
た
。
被
告
は
そ
の
地
位
に
あ
る
た
め
に
、
会
社
の
所
有
す
る
土
地
の
あ
る
地
方
に
銅
の
鉱
床
が
存
在

す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
推
測
を
述
べ
た
地
質
学
者
の
報
告
書
の
内
容
を
知
り
、
そ
の
推
測
を
信
じ
て
い
た
が
、
被
告
が
同
じ

く
取
締
役
で
あ
る
他
の
会
社
を
し
て
、
隣
接
す
る
土
地
を
安
く
購
入
す
る
選
択
権
〈
。
：
ｏ
ロ
）
を
確
保
せ
し
め
る
た
め
に
、
こ
の
こ

（
⑬
）

の
通
り
で
あ
る
。
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と
を
公
表
し
な
か
っ
た
。
○
罠
｛
三
冨
局
社
は
、
以
前
か
ら
別
の
探
鉱
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
方
は
不
成
功
に
終
っ

た
た
め
に
調
査
活
動
を
終
結
し
、
こ
の
調
査
活
動
終
結
に
つ
い
て
は
、
株
主
に
対
し
年
次
報
告
書
で
通
知
し
て
い
た
が
、
こ
の
年

次
報
告
で
も
問
題
と
な
っ
た
地
質
学
者
の
推
測
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
被
告
は
地
質
学
者
の
推
測
が
現
実

に
な
れ
ば
○
罠
｛
三
ヨ
ヨ
、
社
の
株
価
が
上
昇
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
信
じ
て
、
同
社
の
株
式
を
大
量
に
買
付
け
た
。
原
告

（
。
・
・
ユ
ミ
ョ
）
は
○
一
一
｛
｛
冨
コ
ヨ
宛
社
の
株
主
で
あ
り
、
ボ
ス
ト
ン
証
券
取
引
所
の
会
員
で
あ
っ
た
が
、
同
社
が
、
以
前
か
ら
行
っ
て

い
た
探
鉱
活
動
を
終
結
し
た
｝
」
と
を
新
聞
で
知
り
、
直
ち
に
、
同
社
の
株
式
を
充
付
け
た
。
こ
の
売
付
け
に
際
し
て
原
告
は
、
地

質
学
者
の
推
測
が
あ
る
こ
と
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
も
し
原
告
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ら
株
式
を
売
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
定
し
て
い
る
。
本
件
に
お
け
る
株
式
の
売
買
は
、
原
告
、
被
告
そ
れ
ぞ
れ
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
通
し
て
、
証
券
取

引
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
当
事
者
の
名
は
全
く
表
に
出
ず
に
（
：
。
ご
己
。
こ
い
）
行
わ
れ
、
原
告
は
自
分
の
売
付
け
た
株
式

を
被
告
が
買
付
け
た
と
い
う
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
し
、
も
ち
ろ
ん
、
売
買
に
関
し
て
当
事
者
間
に
何
ら
の
交
渉
（
・
○
ヨ
ョ
目
］
。
Ｐ

【
】
。
。
）
も
な
か
っ
た
。
地
質
学
者
の
推
測
の
通
り
、
の
ち
に
な
っ
て
銅
が
発
見
さ
れ
ｏ
一
一
『
｛
三
一
己
。
宛
社
の
株
価
は
上
昇
し
た
。
原
告

は
、
被
告
が
地
質
学
者
の
推
測
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
原
告
に
開
示
し
な
い
で
株
式
を
買
付
け
た
の
は
、
提
訴
可

能
な
違
法
行
為
（
Ｐ
、
三
・
コ
：
一
の
三
『
。
。
、
）
に
な
る
と
し
て
、
損
害
に
対
す
る
救
済
を
求
め
て
本
訴
を
提
起
し
た
。
【
１
⑪
一
Ｄ
Ｃ
こ
『
（
は

訴
を
却
下
（
＆
切
目
い
い
）
し
た
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
最
高
裁
判
所
（
の
巨
冒
の
曰
の
」
巳
一
日
Ｐ
一
○
・
ロ
『
（
・
｛
三
Ｐ
切
⑪
Ｐ
。
旨
い
の
亘
切
）
は
、
〔
１
回
－
８
巨
司
戸
の
判
決
を
支

持
し
、
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
取
締
役
は
個
々
の
株
主
に
対
し
て
受
任
者
の
地
位
に
立
つ
も
の
で
は

な
い
と
い
う
一
般
原
則
を
前
提
と
し
て
、
特
別
事
情
の
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
「
一
般
原
則
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
取
締
役

と
株
主
と
の
間
で
な
さ
れ
た
会
社
の
株
式
の
売
買
が
取
消
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
事
情
が
あ
り
う
る
。
会
社
の
事
情
に
つ
い
て
取
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締
役
が
有
す
る
知
識
は
、
彼
に
対
し
て
、
そ
の
株
式
を
直
接
に
売
買
す
る
際
に
、
公
正
な
取
引
（
｛
巴
『
」
の
Ｐ
一
息
）
の
要
件
を
遵
守

す
る
特
別
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
沈
黙
は
通
常
は
そ
の
よ
う
な
義
務
の
違
反
と
は
な
ら
な
い
が
、
当
事
者
は
、

（
“
）

お
互
に
事
実
を
知
ら
せ
ム
ロ
う
衡
平
法
上
の
責
務
を
負
う
よ
う
な
関
係
に
立
つ
場
ム
ロ
が
あ
り
う
る
」
と
述
べ
て
、
い
わ
ゆ
る
特
別
事

情
原
則
に
立
つ
｝
」
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
こ
の
法
理
を
取
引
所
取
引
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
取
引
所
に
お
け
る

株
式
の
売
買
は
、
通
常
、
非
個
性
的
（
冒
己
の
厨
。
。
Ｐ
一
）
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
取
締
役
は
、
ま
ず
、
取
引
の
最
終
的
な
相
手
方
を

見
つ
け
出
し
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、
裁
判
所
や
陪
審
員
が
、
の
ち
に
な
っ
て
、
取
締
役
が
そ
の
時
知
っ
て
い
た
と
判
断
す
る

か
も
し
れ
な
い
、
株
式
の
真
の
価
値
も
し
く
は
投
機
的
価
値
に
影
響
す
る
す
べ
て
の
事
項
を
開
示
し
な
け
れ
ば
、
証
券
取
引
所
に

お
い
て
自
己
の
会
社
の
株
式
を
買
付
け
た
り
売
付
け
た
り
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
誠
実
な
取
締
役
は
困
難
な
立
場
に
立
た
さ

（
幅
）

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
開
示
義
務
の
適
用
が
取
引
所
取
引
の
場
ム
ロ
に
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
、

（
妬
）

取
締
役
が
直
接
に
相
手
方
と
取
引
を
す
る
相
対
取
引
の
場
ム
ロ
に
の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
開
示
義
務
に
関
し
て
右
の
よ

う
な
見
地
に
立
っ
た
う
え
で
、
本
件
の
事
実
関
係
が
詐
欺
の
要
件
を
満
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
「
○
一
一
｛
｛
三
目
ご
頭
社
の
株

式
は
、
取
引
所
に
お
い
て
売
買
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
株
式
の
売
主
も
し
く
は
買
主
の
同
一
性
（
（
」
の
。
（
ご
）
は
、
事
実
上
、

当
事
者
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
た
や
す
く
確
定
し
う
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
被
告
は
、
株
式
を
取

引
所
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
通
し
て
買
付
け
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
買
付
け
の
理
由
に
つ
い
て
は
誰
に
も
話
し
て
い
な
い
。
原

告
は
初
心
者
（
。
・
く
一
○
の
）
で
は
な
く
、
ボ
ス
ト
ン
証
券
取
引
所
の
会
員
で
あ
り
、
○
露
｛
三
一
コ
－
．
頭
社
の
株
式
の
販
売
記
録
を
保
有
し

て
い
た
。
原
告
は
、
当
該
株
式
の
充
付
け
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
判
断
の
う
え
に
立
っ
て
行
動
し
た
の
で
あ
り
、
被
告
や
会
社

〈
頓
）

の
役
員
に
何
か
問
△
□
せ
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
、
本
件
で
は
詐
欺
は
成
立
し
な
い
と
判
示
し
た
。
な
お
、
詐
欺
が
成

立
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
ほ
か
に
、
本
件
で
被
告
が
開
示
し
な
か
っ
た
事
項
、
す
な
わ
ち
、
地
質
学
者
の
推
測
に
つ
い
て
知
っ
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て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
確
定
し
た
事
実
と
い
う
よ
り
も
、
せ
い
ぜ
い
、
希
望
（
ず
○
℃
の
）
か
あ
る
い
は
期
待
（
の
×
で
の
Ｃ
〔
：
。
。
）
で
し

〈
妃
）

か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
げ
て
い
る
ｃ

Ｃ
ｏ
ａ
ミ
ヨ
ヶ
ー
ス
は
、
開
示
義
務
に
関
す
る
判
例
の
大
勢
が
特
別
事
情
原
則
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
取
引
所

取
引
の
場
合
に
は
、
開
示
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
特
別
事
情
が
存
在
し
え
な
い
と
し
た
点
に
お
い
て
先
例
に
従
っ
た
判
決
で

｛
帆
）

〈
帥
）

あ
る
と
い
え
る
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
は
依
然
と
し
て
判
例
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
判
決
が
取
引
所
取

引
に
つ
い
て
信
任
関
係
の
法
理
の
適
用
を
否
定
し
た
理
由
は
、
結
局
、
取
引
所
取
引
が
非
個
性
的
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
真
の
当
事
者
が
表
面
に
現
わ
れ
ず
、
取
引
自
体
も
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
に
重
点
を
お
い
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
も
な
く

む
し
ろ
当
事
者
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
売
買
の
意
思
決
定
に
影
響
す
る
と
い
っ
た
性
質
を
有
し
て
お
り
、
開
示
義
務
を
課
す

（
皿
）

こ
と
が
実
際
上
不
可
能
で
あ
る
か
、
少
く
と
も
内
部
者
に
過
重
の
負
担
を
負
わ
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
確
か
に

特
別
事
情
を
あ
く
ま
で
も
取
引
当
事
者
間
（
相
対
取
引
）
の
具
体
的
事
情
に
限
定
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、
取
引
所
取
引
の
場
合
に

は
、
そ
の
よ
う
な
特
別
事
情
を
考
慮
す
る
余
地
が
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
対
取
引
に
お
い
て
違
法
と
さ
れ
る
行
為
が
取

（
犯
）

引
所
取
引
の
場
ム
ロ
に
は
違
法
で
な
く
な
る
と
い
う
の
は
い
か
に
も
不
合
理
で
あ
る
。
し
か
も
、
取
引
所
を
通
し
て
株
式
が
売
買
さ

れ
る
と
い
う
現
象
は
、
む
し
ろ
現
代
の
巨
大
株
式
会
社
の
典
型
的
事
例
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
場
合
に
こ
そ
内
部
者
取

引
の
規
制
が
最
も
強
く
要
請
さ
れ
る
と
も
い
い
う
る
。
○
○
＆
ミ
ヨ
ケ
ー
ス
は
、
従
来
の
コ
モ
ン
・
ロ
Ｉ
の
法
理
で
は
、
所
有
と
経

営
の
分
離
現
象
を
呈
し
て
い
る
巨
大
株
式
会
社
に
代
表
さ
れ
る
現
代
の
新
し
い
事
態
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
り

新
し
い
法
理
の
発
展
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
取
引
所
取
引
に
お
け
る
開
示
義
務
が
問
題
と
さ

れ
た
こ
と
は
、
現
代
の
企
業
法
に
お
け
る
「
開
示
（
＆
⑪
Ｃ
ｌ
・
切
自
の
）
」
の
重
要
性
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
代

の
巨
大
株
式
会
社
の
出
現
に
伴
う
新
し
い
現
象
を
背
景
に
、
取
締
役
な
ど
の
内
部
者
の
地
位
お
よ
び
内
部
情
報
の
も
つ
意
味
を
評
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（
卵
）

価
し
、
そ
こ
か
ら
内
部
煮
取
引
の
問
題
を
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た
と
こ
ろ
に
少
数
説
お
よ
び
こ
れ
を
支
持
す
る
学
説
の

特
別
の
意
義
が
あ
り
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
法
理
の
発
展
へ
の
途
を
ひ
ら
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
羽
）
⑭
Ｆ
・
Ｆ
Ｃ
ｍ
ｍ
・
め
の
。
ニ
ュ
ー
の
、
両
の
ｍ
Ｅ
－
Ｐ
二
．
二
］
今
隠
‐
】
』
鵠
（
】
垣
匿
・
》
の
『
⑪
ヨ
餌
｛
一
の
【
。
一
一
の
』
Ｆ
：
功
）
》
三
・
℃
『
。
⑫
い
の
口
伊
Ｐ
箸
Ｏ
［
『
○
貝
酔
②
の
。
．

］
臼
弓
・
『
Ｓ
‐
『
届
（
筐
の
」
ご
量
）
寧
再
⑩
⑩
Ｂ
（
の
ョ
の
員
。
｛
『
◎
弓
履
・
の
⑩
○
・
ｍ
巴
（
函
）
（
Ｐ
）
・

（釦）それぞれの見解はつぎの通りである。なお、四Ｆ：切・弓・］渡②‐』倉『『宝・エの二『｝》Ｆ２署Ｃ［ＯＣ８Ｃ『貝）：晩．②：．』さ□で・
ヨ
ヨ
‐
い
『
②
（
】
垣
の
］
〉
、
神
崎
、
前
掲
瞥
注
２
九
五
’
一
○
二
頁
、
拙
稿
、
前
掲
注
７
一
二
五
五
’
一
一
一
六
○
頁
参
照
。
判
例
の
注
釈
と
し
て
、
Ｃ
震
唇
・
「
○
語

恵
：
『
Ｃ
『
□
（
「
、
、
『
：
。
「
。
。
「
ご
ミ
ロ
蜀
目
（
２
冑
ａ
○
筍
⑩
寺
。
ヨ
ミ
訂
ョ
垂
句
泊
冒
：
：
：
い
｛
：
矛
・
望
シ
，
ｒ
罰
・
Ｓ
ｍ
（
ご
笛
）
が
あ
る
。

多
数
説
（
ョ
■
－
．
１
宮
２
－
の
）
－
取
締
役
や
役
員
の
開
示
義
務
を
否
定
す
る
も
の
で
、
取
締
役
や
役
員
が
忠
実
鞭
務
を
負
う
の
は
会
社
に
対
し
て
で
あ
り

株
主
全
体
に
対
し
て
受
任
者
と
み
な
さ
れ
る
の
も
会
社
の
財
産
お
よ
び
業
務
の
執
行
に
関
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
取
締
役
や
役
員
が
個
人
と
し
て
個

々
の
株
主
と
株
式
の
取
引
を
す
る
吻
合
は
、
通
常
の
対
等
者
朋
の
取
引
（
閏
月
ョ
、
“
一
の
。
四
一
一
（
『
い
こ
い
：
二
・
コ
）
と
変
ら
ず
、
虚
偽
表
示
や
い
わ
ゆ
る

半
真
実
（
一
届
一
宇
弓
巨
二
〕
）
の
表
示
が
な
い
か
ぎ
り
、
と
く
に
綱
極
的
開
示
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
豊
ア
ト
・
訶
臼
ロ
．
①
］
の
‐
①
闇
（
］
⑪
鵠
）

こ
の
立
場
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
は
○
胃
ど
の
二
一
の
『
く
・
ロ
§
ず
Ｚ
一
一
．
留
国
Ｐ
『
ず
・
圏
】
（
ｚ
・
く
・
］
９
ｍ
）
だ
と
い
わ
れ
る
。
代
表
的
学
説
と
し
て
、

二
伸
一
天
⑪
可
・
『
斎
□
貝
竺
Ｃ
「
。
（
：
へ
：
員
哺
ご
ロ
ロ
弓
：
ご
『
、
§
＆
目
冒
己
切
『
：
弄
守
Ｃ
冒
堕
爵
切
年
：
尊
●
廷
ミ
曽
旨
く
Ｐ
－
の
ｒ
』
・
団
司

少
数
説
（
コ
ニ
コ
。
１
回
冒
一
の
）
－
取
締
役
や
役
員
は
、
「
株
主
が
株
式
に
対
し
て
有
す
る
利
益
（
一
『
】
一
の
『
の
②
》
に
関
し
て
準
受
任
者
（
・
旨
陽
一
‐
（
『
自
切
（
の
①
〉

の
地
位
に
あ
り
」
（
Ｃ
］
一
く
の
『
ご
・
。
旨
く
⑩
『
・
念
、
・
向
・
腿
、
》
囲
い
‐
凹
置
（
］
②
ｇ
）
）
、
彼
騨
が
「
株
主
か
ら
株
式
を
買
付
け
る
と
い
う
こ
と
は
、

実
賀
的
に
は
彼
等
の
管
理
に
ま
か
さ
れ
た
財
産
に
対
す
る
実
質
上
の
利
益
（
功
『
》
三
】
ら
く
】
」
⑪
」
騨
二
」
切
一
』
ず
助
一
目
一
肩
一
一
『
］
（
Ｃ
恩
⑫
一
言
頁
Ｃ
で
の
】
・
這
這
三
・
一
》

（岸②、②）

注
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盲
、
す
の
⑪
。
：
司
目
旨
の
』
一
・
一
一
】
の
』
弓
：
（
・
『
、
切
目
：
．
。
こ
“
一
。
」
臣
・
目
」
８
コ
弓
Ｃ
一
）
を
買
付
け
る
」
（
亭
鼬
・
貫
哺
鷺
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
株
式

取
引
に
お
け
る
株
主
と
取
締
役
、
役
員
と
の
関
係
は
信
任
関
係
と
み
と
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
柵
示
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立

場
は
多
く
の
学
説
の
支
持
を
得
て
い
る
が
、
そ
れ
を
代
表
す
る
バ
ー
ル
は
、
「
取
締
役
や
役
員
の
忠
実
義
務
（
三
二
．
旨
ご
◎
す
一
一
溜
二
：
）
は
、
会
社
に

対
す
る
だ
け
で
な
く
、
直
接
に
株
主
に
対
す
る
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
取
締
役
や
役
員
が
株
式
を
売
買
す
る
場
合
に
は
、
会
社
の
財
産

状
態
を
正
当
に
判
断
す
る
基
礎
と
な
る
事
実
の
朋
示
が
彼
等
自
身
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
ず
、
ま
た
、
遮
総
の
公
開
手
段
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
、
売
主
も
し
く
は
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
但
し
、
開
示
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
事
実
に
関
す
る
の
み
で
あ

っ
て
、
予
測
や
希
望
や
見
込
み
に
関
し
て
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
画
の
『
｜
の
》
、
息
一
貫
ご
Ｃ
「
二
月
Ｃ
菖
苛
・
ミ
§
遣
侮
ョ
⑩
具
』
）
胃
：
：
鴎
。
「

②ごロチロ笥昼。。『『『。」。「い⑩、莞『『ごく白冒の鈎画『のロユニ｛の」弓切言島の⑫一二二】のＦ曾昌Ｃ一○．哺已□筍２一○二『一二戸『】○の〕『『ご］、つＩ』函］（旨ｃ哺塵｝

な
お
、
ほ
か
に
、
津
ロ
（
、
｝
】
云
一
陽
ぐ
・
司
一
：
ゴ
の
円
ご
扇
③
【
回
二
・
．
田
①
。
］
の
勺
・
認
』
（
ご
患
）
》
三
】
一
ｍ
已
伽
》
、
黄
『
、
》
２
ｍ
。
「
②
吝
眉
『
図
Ｃ
「
。
こ
『
ご
Ｃ
『
貝
（
Ｃ
ョ

ご
ロ
ロ
」
『
：
（
ミ
ヰ
Ｃ
ヨ
ロ
功
一
：
ぎ
っ
註
３
．
節
冨
曰
。
ご
恩
二
ｒ
”
①
ご
・
鵠
『
（
岳
］
Ｃ
）

特
別
駆
愉
原
則
（
⑫
ロ
の
。
旨
－
．
】
『
・
色
ョ
⑪
臼
二
・
の
』
：
［
司
冒
の
）
－
取
締
役
や
役
員
が
そ
の
地
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
直
ち
に
、
個
々
の
株
主
に

対
し
て
信
任
関
係
に
立
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
具
体
的
な
取
引
を
囲
む
そ
の
他
の
状
況
が
加
味
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
示
義
務
を
生
ぜ
し

め
る
よ
う
な
関
係
が
生
ず
る
と
す
る
も
の
で
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
⑪
｛
：
『
】
銅
く
’
幻
の
ご
一
」
の
．
巴
唖
ご
’
②
．
←
』
①
・
巴
の
．
Ｑ
、
巴
（
巴
＆
）

は
、
「
一
般
論
と
し
て
、
取
締
役
と
株
主
と
の
通
常
の
関
係
が
、
取
締
役
が
株
主
か
ら
会
社
の
株
式
を
間
う
に
さ
き
だ
ち
、
株
式
の
価
値
に
つ
い

て
自
己
が
有
す
る
一
般
的
知
識
を
す
べ
て
開
示
す
べ
き
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
信
任
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
な
お

特
別
な
耶
惰
か
ら
、
閲
示
鞭
務
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
（
略
）

本
件
で
は
、
被
告
が
叩
に
取
締
役
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
被
告
に
責
任
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
先
に
詳
し
く
述
べ

た
当
事
件
の
状
況
が
す
べ
て
考
慮
さ
れ
た
う
え
で
、
買
付
け
に
先
だ
ち
、
難
爽
を
述
べ
る
こ
と
が
誠
実
に
行
動
す
べ
き
被
告
の
義
務
と
さ
れ
た
の
で
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あ
る
・
被
告
が
取
締
役
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
責
任
発
生
の
原
因
と
な
る
事
実
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
他
の
事
実
が
そ
れ
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
被
告
の
開
示
義
務
が
明
白
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
囲
め
。
Ｃ
・
円
】
・
周
、
．

（
瓠
）
題
の
。
三
豊
己
「
ロ
ー
◎
｛
の
四
○
つ
買
い
Ｂ

（
配
）
Ｃ
ｌ
ど
の
『
判
決
は
、
「
彼
（
取
締
役
）
が
全
体
に
対
す
る
受
任
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
は
個
々
人
に
対
し
て
は
義
務
を
負
わ
な
い
と
い
ぅ

ふ
う
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
会
社
の
た
め
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
た
財
産
に
対
す
る
株

主
の
利
益
に
関
し
て
、
彼
が
個
々
の
株
主
の
敵
対
者
（
。
ご
ロ
：
の
。
こ
と
な
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
主
と
し
て
会
社
に
対
し
て
受
任

者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
利
益
に
対
す
る
真
の
当
事
者
で
あ
る
者
（
株
主
）
の
犠
牲
に
お
い
て
、
こ
の
擬
制
的
存
在
（
胃
二
一
一
○
一
画
一

の
ゴ
ー
［
更
）
を
崇
拝
す
べ
き
呪
物
（
ゆ
許
二
○
一
一
一
。
丘
の
二
・
『
い
三
目
の
」
）
た
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
二
ｍ
⑭
．

（
鋼
）
、
②
Ｐ
Ｃ
い
い
。
』
ム
ミ
ョ
エ
の
二
三
切
目
『
邑
二
。
（
①
⑭
Ｐ
⑪
一
弘
一
己

（
弧
）
恩
シ
芯
伊
・
両
。
⑦
』
ｍ
・
臼
の
（
】
①
鶴
）

（
お
）
の
８
ニ
ヨ
斎
司
武
冒
旨
ご
で
、
冒
貝
己
へ
の
》
弓
ｎ
回
―
―
ず
。
》
旨
Ｆ
・
両
の
く
・
巴
②
》
切
さ
（
〕
む
ち
）
。
カ
ル
ド
ー
ゾ
の
つ
ぎ
の
言
葉
は
、

い
て
の
古
典
的
表
現
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

青
二
ｍ
己
ざ
『
ョ
、
。
［
。
。
。
」
こ
◎
（
ロ
①
目
】
】
閉
一
ケ
｜
の
ヨ
ロ
君
。
『
天
②
」
包
冤
三
○
同
一
」
ず
『
一
一
】
。
ｍ
の
：
二
．
頤
Ｐ
【
Ｐ
ロ
ゴ
、
⑪
一
の
室
兀
一
一
一
争
い
『
の

何
．
函
い
い
⑬
哩
哩
（
］
や
Ｃ
巴

、
巴
ヨ
○
二
・
⑭
』
①
ｚ
・
ペ
。
い
い
②

テ
。
。
の
⑩
ご
Ｐ
一
．
二
ｐ
ケ
色
庁
二
の

｝
】
。
⑫
の
ケ
◎
こ
。
」
す
］

牽
皀
色
Ｄ
Ｅ
Ｐ
『
臣
一
】
の
切
・
シ
｜
『
こ
い
一
の
①
一
い
ず
の
｜
」
－
．
ｍ
◎
己
の
一
一
】
旨
ぬ
い
（
『
】
Ｃ
一
の
『
一
一
一
Ｐ
『
】
一
一
】
の
ョ
。
『
Ｐ
一
切
ｏ
一
一
一
］
の
ヨ
、
『
天
の
一
℃
一
秒
。
①
・
Ｚ
。
（

造
９
］
望
三
・
両
・
望
９
忽
⑦
（
］
①
囹
）

。
｛
す
の
｝
】
ゆ
く
｝
。
■
簿
三
の
旨
き
：
」
く
・

で
一
』
ご
Ｃ
二
一
一
Ｃ
Ｏ
［
抄
。
｝
》
◎
弓
。
司
一
｝
｜
の
。
一
○
妙
一
切
の
ロ
⑫
二
一
ぐ
①
や
一
ｍ
｛
ず
の
ヨ
ニ
】
⑩
随
一
凹
二
』
臼
司
』

●
ロ

ず
司
亘
」
」
の
『
】
５

こ
の
こ
と
に
つ
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（
調
）
ｚ
ｏ
－
Ｐ
可
匙
月
冒
ミ
ロ
ミ
忌
驚
』
ご
己
（
（
：
←
》
：
ａ
切
同
Ｃ
記
昌
②
溝
・
』
Ｃ
画
．
、
ざ
で
『
：
§
一
室
目
島
：
（
：
号
の
冒
思
、
功
旦
⑱
。
「
ｏ
ミ
ご
ミ
ミ
⑩

②
色
、
量
『
（
（
荷
②
い
む
Ｃ
堅
『
ず
『
己
⑪
Ｆ
・
河
の
『
・
《
哺
坦
Ｃ
△
⑬
】
〈
胃
②
、
》
）

（
訂
）
バ
ー
ル
は
⑪
弓
ｏ
長
く
・
宛
８
己
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
「
取
締
役
に
対
し
て
開
示
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
特
別
事
悩
と
い
う
の
は
、
第
一
二

者
（
“
弓
目
頭
の
ユ
を
し
て
他
の
第
三
者
に
開
示
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
特
別
事
情
と
は
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
略
）
、
彼
が
交
渉
権
を

委
託
さ
れ
て
い
た
と
い
う
駆
爽
が
、
彼
が
取
締
役
で
あ
る
と
い
う
小
実
に
加
味
さ
れ
て
特
別
事
慨
を
作
り
出
し
た
。
彼
が
取
締
役
以
外
の
者
で
あ
っ

た
と
し
た
ら
、
彼
に
は
冊
示
義
務
は
負
わ
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
国
の
二
Ｐ
睦
言
『
ロ
三
・
扁
岩
》
三
］
硬

（
兜
）
ｚ
Ｃ
ｌ
ｃ
争
い
罠
己
『
白
。
。
『
の
い
の
。
Ｐ
一
一
国

（
鋼
）
信
任
関
係
の
概
念
は
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
固
定
的
な
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
対
処
し
え
な
い
新
し

い
事
態
に
直
面
し
た
場
合
に
、
衡
平
を
実
現
す
る
法
的
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
う
る
だ
け
の
柔
軟
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
把
握
す
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
れ
が
果
し
て
い
る
具
体
的
機
能
に
着
目
し
て
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
ー
の
つ
ぎ
の
言
葉
は
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ご因三一○いゅ藍垂］禺斡ョ回己『いい［】」二○旨可嗜。■一堂すの堀ご凹餌ロ伊一更⑬房》一一ｍ】ぐの⑪」一『の。ごＣ二一。『こ『二】の『】【昌已『堂・『○三一］Ｃョ

厨》の㈲｛一旦：一Ｐご□三一一Ｐ（：一一ｍｍ二：、」ｏの切言◎宅の協回宣巨Ｃ旨ご己三二｝］騨〔甸の：①。（富め｝》の画］巾」－．１－：冒侭の
二｝のいのＣケ一一函質一．■“ごエコ」宅寺買価可の二ＣＣＣ弓的の。この】】ＤＣ功。｛三の」のく冒二Ｃ二序Ｃヨニ臣こぐどの同ｏ『・Ｃｌ】の言の『廷ｎ．『己。つい］、ご・

（
⑪
）
不
法
行
為
法
上
の
詐
欺
訴
権
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
⑬
Ｐ
Ｃ
：
》
］
台
］
》
勺
『
。
⑫
：
『
・
吟
§
首
一
］
。
（
の
購
買
＄
』
‐
『
ｇ
参
照

（
、
）
で
『
。
⑫
⑫
⑩
同
。
』
芦
ご
目
。
。
【
の
患
】
瞥
諺
『
ぬ
』
：
。
．

（
蝿
）
こ
の
ケ
ー
ス
の
Ｚ
。
（
の
お
よ
び
○
．
日
日
の
貝
と
し
て
」
③
○
．
目
の
一
Ｆ
．
Ｃ
・
】
＆
（
』
や
愚
）
．
ミ
エ
抄
『
く
ゅ
ａ
Ｆ
・
罰
の
ぐ
・
単
認
（
】
④
鶴
）
・
麓

’
三
］
、
二
ｍ
Ｐ
二
Ｆ
・
幻
⑪
ぐ
・
句
冨
（
ご
麓
）

二｝のいのＣケ一一函勿（】。■い
●

の。』○・ｍｍ１ｍ。（桿垣《四）
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（
⑬
）
］
恩
三
・
回
。
、

（
“
）
毎
量
・
貝
＆
】

〈
妬
）
「
他
方
、
取
締
役
は
、
誠
実
な
実
業
家
の
一
般
準
則
（
ご
『
の
く
ゅ
一
一
一
二
宛
切
目
ａ
Ｐ
ａ
ｍ
）
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
で
も
、
何
ら
罰
せ
ら
れ
ず
に

す
む
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
が
、
彼
が
と
く
に
知
っ
て
お
り
、
株
主
に
は
知
り
え
な
い
重
要
な
小
実
を
開

示
せ
ず
に
株
式
を
買
付
け
る
目
的
で
、
個
人
的
に
（
相
手
方
と
な
る
）
株
主
を
見
つ
け
だ
す
場
合
に
は
、
そ
の
取
引
は
厳
密
に
吟
味
さ
れ
、
適
当
な

場
合
に
は
救
済
が
与
え
ら
れ
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
冒
昼
．
な
お
、
判
決
は
右
の
よ
う
に
相
対
取
引
の
場
合
に
特
別
事
情
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
「
『
ず
の
：
己
一
一
。
：
一
の
｜
の
恩
一
で
『
ヨ
、
一
己
一
の
い
←
←
｝
】
②
く
の
抄
一
ョ
○
⑫
（
餌
一
三
こ
ぃ
す
①
の
。
｛
目
：
ョ
の
己
厨
一
の
二
】
一
○
Ｐ
一
コ
】
一
の
⑫
。
｛
１
輌
一
］
（
Ｐ
『
］
」

三
『
・
扇
慧
」
（
匡
箆
・
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
同
じ
判
決
の
中
で
、
取
引
所
取
引
の
場
合
に
開
示
義
務
を
否
定
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
法
は
道
徳
と
同
延

の
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
前
注
参
照
）
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
理
の
そ
の
後
の
発
展
は
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
二

律
背
反
的
な
問
題
を
、
内
部
者
取
引
に
つ
い
て
い
か
に
解
決
し
て
い
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
で
Ｐ
一
貝
の
『
教
授
は
、
内
部
者
取
引
に
関
す
る
教

授
の
著
書
（
三
・
勺
巴
昌
の
『
．
『
の
：
届
一
再
の
、
臣
一
目
。
■
。
ｐ
ご
切
昼
の
吋
．
」
．
『
Ｐ
已
旨
、
．
（
』
患
⑪
）
）
を
、
こ
の
判
決
の
こ
の
一
一
つ
の
文
言
に
よ
っ
て
書
き
出
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
○
稗
ｑ
・
●
ミ
ご
ミ
ミ
の
咳
》
§
§
「
烏
ミ
ミ
ト
２
負
再
具
図
・
ｇ
ｏ
②
一
一
［
ｒ
両
の
ぐ
・
Ｓ
ｍ
〈
』
や
亀
）
は
、
こ
の
問
題

（
頓
）
与
菖
・
判
決
は
続
け
て
、
「
そ
の
よ
う
な
性
質
の
取
引
は
、
実
際
的
な
規
則
（
で
同
：
ご
・
沙
一
目
｜
の
）
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

取
締
役
の
忠
実
義
務
は
、
経
験
と
能
力
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
地
位
を
引
受
け
る
の
を
断
念
す
る
ほ
ど
負
担
の
大
き
い
（
。
こ
の
く
・
扇
）
も
の
と
な
っ
て

は
な
ら
な
い
。
法
は
そ
の
制
裁
に
お
い
て
道
徳
と
同
延
の
も
の
で
は
な
い
（
一
臼
乏
三
一
厨
：
二
。
二
・
．
一
⑰
。
。
｛
８
の
×
〔
自
切
】
ぐ
の
二
一
二
ョ
Ｃ
Ｂ
－
ご
）
・

法
は
す
べ
て
の
契
約
に
お
い
て
す
べ
て
の
当
事
者
を
、
そ
の
知
識
、
経
験
、
技
能
お
よ
び
機
敏
さ
（
、
｝
弓
の
三
」
二
の
腕
、
）
に
お
い
て
同
等
の
も
の
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
法
は
、
能
力
の
あ
る
者
の
間
で
、
何
ら
の
詐
欺
も
な
く
締
結
さ
れ
た
厳
し
い
契
約
に
対
し
て
救
済
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
ｃ
亭
員
．

の
＄
‐
①
Ｓ
（
］
や
路
）
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